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これまでの講義の振り返り
「就労選択支援におけるアセスメントのポイン」
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就労選択支援の基本プロセス
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本人への情報提供等
（随時）

就労選択支援

就労移⾏支援
事業所

就労継続支援
Ａ型事業所
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就労選択支援事業所
＊アセスメント結果及び地域の企業等に関する情報提供
を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担う

計画相談支援事業所
＊利⽤者のためのケアマネジメント全体を担う各プロセスの実施主体 市町村

＊支給決定を担う

＊４
アセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施

・ハローワーク＊４
・障害者就業・生活支援センター
・地域障害者職業センター
・障害者訓練 等

企
業
等

*３就労選択支援のアセス
メント結果だけではなく、
当初の支給決定プロセス
において既に把握してい
る情報を活用できるよう
にする。

*１サービス等利用計画案
の提出依頼、サービスの利
用意向聴取等のプロセスを
含む。
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支給決定＊３ 就労系障害福祉サービス利⽤
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本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案

障害者本人と協同障害者本人と協同

*２就労選択支援事業所が主体となって、
市町村、計画相談支援事業所、ハロー
ワーク、障害者就業・生活支援センター、
地域障害者職業センター、医療機関、教
育機関等のうち必要な機関を参集して実
施

・⾃⽴訓練（生活訓練）
・生活介護 等

障害福祉サービス利⽤

・地域活動支援センター
・教育機関
・医療機関 等

⼀般就労に向けた支援の利用

④ 事業者等との連絡調整
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就労選択支援における就労アセスメントのポイント

ストレングス
（最大限能力が
発揮する視点）

環境との
相互作用

自己理解へ繋げる
アプローチ

協同による
アセスメント
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 協同アセスメントとは、「障害のある人と支援者とが協同して、障害の
ある人の個人の関心・嗜好・目標・価値観に沿った、障害のある人に
とって最善の決定を下すに至るコミュニケーションのプロセス」のこと
を指す。

 支援者側の情報だけに頼るのではなく、また障害のある人の価値観
にすべてを任せるのでもなく、障害のある人と支援者が「協同」して意
思決定をすることが重要である。

障害のある人の意思決定支援をすすめ
て行くためにも協同アセスメントはか
かせない

協同アセスメントの視点
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協同アセスメントのするプロセス

捉え方が異なる

前提は相手のことは理
解できていないと思うこ
とからスタート

支
援
者

「共通点」と「相違点（ズレ）」を確認し、すり合わせを行う。擦り合わないものもでてくるた
め、まずは「ズレ」があることを共有し、その上でのプランを考える。

障
害
の
あ
る
人

障害のある人の立場から
物事を捉えて理解していく
ことが重要

行動をアセスメント

気づいていない点を伝える

課題を共有し、一緒に考える

本人の考えを聞く
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自己理解の視点

 協同アセスメントしていくということは、自分の知らない自分＝他者か
ら見た自分を知ることができることである。

 つまりは、自分から見た自分と他者から見た自分を理解し、共通理解し
ていくことで自己理解が深化していくことになる。そしてその体験こそが、
社会で共に生きていく（働いていく）上で、大変重要なことを身につけて
いることに繋がっていく。

協同アセスメントをしていくことで結果的に
自己理解が促進され、社会適応が図られる
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自己理解は簡単ではない 〜認知の階層性〜

自己理解

論理的思考・遂行機能

記憶

情報処理・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

意欲・感情

注意

認知機能には階層があり、下位
から上位へ影響を及ぼしている。

つまり、下位機能が低下している

と、上位機能も低下する

そして、自己理解（自己同一性）は

最も高度な機能である

＜参考＞高次脳機能障害支援の道しるべ 〜就労・社会生活編〜
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体験を咀嚼していくプロセスが重要 〜自己認識の階層〜

 協同アセスメントを実施すること
で、体験した様々な内容を咀嚼し（
社会生活を振り返り）、その経験の
意味をその人なりに理解し位置づけ
していくことが重要になる。

これらは、短期的に変化していく
ものではなく、時間をかけて変化し
ていく（＝長期的に繋がりを持って
支援を行うことが重要となる）＜参考＞Bruce Crossonらによる

自己認識の階層

知的気づき

体験的気づき

予測的気づき
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環境との相互作用の視点 ～国際生活機能分類（ICF）～

健康状態
Health condition

（変調／疾病）
(disorder or disease)

背景因子

活動
Activities 

心身機能・構造
Body Fnctions and Structures

参加
Participation

環境因子
Environmental Factors

個人因子
Personal Factors

身体機能

知的能力・認知面の能力

コミュニケーション・社会性

パーソナリティ

職業経験の有無 etc.

担当業務

物理的環境（バリアフリー）

就業規則・労働条件

周囲の従業員のサポート

専門的な支援体制

ソーシャルキャピタル etc.
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個人環境

つまりは…

＜障害＞

事実

周囲

（家族・事業所・医療機関
など）

障害のある人

共通点とズレがある点を明確化していく

過去

•職歴

•生活歴

現在

•事業所で
の状況

•事業所や
家庭・地域
での状況

未来

•希望
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環境との相互作用の視点で、過去・現在・未来を理解する

＜共通＞
現在うまくいっていないことは、
過去にも同じような事がある場
合が多い。

現在うまくいっていないことは、
同じ環境では、未来も同じような
ことが起こる可能性が高い。

環境との相互作用で、過去・現在・未来について、「共通点」「相違点（ズ
レ）」がどのようなところにあるかを確認し合う作業が重要となる。

＜ズレ＞
過去にうまくいかなかった経験
から、踏み出せない人も多いが、
個人や環境が変われば変わる。

過去できていなかったことが現
在できていれば、個人・環境のど
ちらかが変わった可能性が高い。

本人の希望と現実にずれがある
場合、本人の希望と現在うまくい
っていることを関連付けて話を
する。
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ストレングスモデル

１）障害のある人は回復し、彼らの生活を改善し質を高
めることができる。

２）焦点は病理でなく個人の強みである。
３）地域は資源のオアシスとしてとらえる。
４）対象者は支援プロセスの監督者である。
５）支援者と対象者の関係が根本であり本質である。
６）我々の仕事の場所は地域である。

「ストレングスモデル」とは、「できない」ことに着目するのではなく「で
きる」ことに着目しようという考え方がです。そして、「ストレングス」は個
人がもっている能力だけに限っていません。その方が生活している地域
などの環境も「ストレングス」であると考えるのです。

＜ストレングスモデルの 6 原則（チャールズ・ラップら）＞
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ストレングスの視点は、なぜ重要なのか

1. 自信とモチベーションの向上
１）自分の強みに焦点を当てることで、自己肯定感が向上し、困難な状況

にも立ち向かうことができるようになる。
２）強みを活かして目標を達成することで、達成感や充実感を得ること

ができ、内発的な動機づけが生まれる。
2. 問題解決能力の向上

１）強みを活かすことで、問題解決に新たな視点を取り入れることができ
る。

２）自分の強みを把握することで、自分の持つ能力を最大限に活用する
ことができる。

3. 関係性の構築（共感と理解）
相手の強みに目を向けることで、相手への理解を深め、共感することが
でき、良好な人間関係を築くことができる。

4. 成長と発展
自分の強みを伸ばすために、積極的に学び、新しいことに挑戦すること
に繋がり、自己成長を促し、可能性を広げることができる。
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就労選択支援における地域アセスメントのポイント

その他

就労に関わる
社会資源

（就労支援）

就労に関わる
社会資源

（生活支援）

障害者雇用
企業

活用と創造
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就労継続支援B

就労継続支援A

特例子会社

一般の職場での
障害者雇用

一般の職場での
通常雇用

労働法不適用・雇用関係が
ない

労働法適用・雇用関
係がある

運営に福祉予算が
活用されている

運営に障害者雇用助
成金が活用されてい

る

労働対価

社
会
的
統
合

多様な働き方
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障害者雇用の職域

データ入力、書類作成、ファイリング・書類整理、伝票の入力・
照合・仕分け、郵便物の受取り・仕分け・切手貼り、電話応対・
来客応対、消耗品管理、被服管理、スキャニング業務、シュレッ
ダー業務、集計表チェック、DM発送、印鑑照合、封入作業、コ
ピー用紙補充、ラベル印刷、テプラ作成、新聞記事スクラップ、
スタンプ押し 等

事務

さ
ま
ざ
ま
な
職
域
で
の
雇
用
が
進
ん
で
き

て
い
ま
す

製造ライン、自動車部品の組立・組付、
自動車部品の切削・寸法測定、メッキ
加工、プレス加工、木材加工、研磨、塗
料剝離、パチンコ台製造補助、カット
野菜の製造、製品の点検・試験・修理
等

製造

部品の仕分け、梱包、包装、検品、解体、ピ
ッキング、シール貼り、折込、部品運搬、倉
庫整理、箱洗浄、修繕作業、バリ取り、郵便
物仕分け（郵便局）、ペットボトル分別・破
棄、ラベル剥がし 等

軽作業

ゴミ回収、オフィスやトイレ
の清掃、布団・枕カバー交換
、ベッドメイク、リネンや制服
の洗濯・たたみ など 等

清掃

接客案内、レジ打ち、包装、商品陳列、
商品補充、賞味期限管理、在庫管理、
レイアウト決め、ホールスタッフ、計量
、ＰＯＰ作成、バックヤード業務、ホテ
ルのフロント業務 等

接客・販売

介護業務補助、GH利用者の
生活支援、グループホーム
の介護職員、レクリエーショ
ン補助、看護師、訪問看護、
看護助手、学童保育指導員
等

介護・看護・保育

社長、相談役、部長、総務課長、経営企画担当課長、管理職、総合職、技術職、技術統括、研修担当、営業、営業補助、警備員、守衛
、ＳＥ、教員、教員補助、薬剤師、歯科技工士、品質管理、工事、モデルルームの設計、ゴミ収集車の運転士の指導、土木設計、図面
作成、建築現場監督、大工、鳶、左官、検査業務、枝葉の粉砕、ドライバー点呼、し尿収集、緑化業務、農菜園管理、生体管理、金属
彫刻、自衛隊、神主、廃棄物処理、防犯カメラ工事、撮影、車両整備、機械メンテナンス、道路舗装、コミュニケーションサービス業、
洗車、車の整備・点検、金型設計、塗装、車体検査、消防補助業務、生産管理、主任技師、店舗運営、薬液注入工、運転指導員、臨床
検査技師補助、福利厚生施設の管理業務、トラック運転手、入退室チェック、農地の認可、介護用品の設計、作業監視員、食品検査
、ドキュメント整備、電気主任技術者、施設管理、保全業務 など

その他

＜参考＞ 2006年度（平成18年度）〜2023年度（令和5年度）の17年間の名古屋リハ就労支援課の就職者
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１．職業紹介
１）障害者専門の職業相談窓口を設置
２）求職登録制 求職活動支援⇒職場定着指導
３）職業センター、就業・生活支援センター等就労支援機

関との連携
４）能力開発相談・指導（職業訓練の受講相談、あっせん

等）
５）求人開拓（雇用指導官との連携による求人確保）
６）委託訓練、トライアル雇用を活用した就職支援

２．企業指導
１）雇用率達成指導の厳正な実施 《雇用指導官》

⇒個別企業に対して担当制による具体的・提案型指
導を実施

２）企業への支援
①各機関の支援サービス、障害者情報の提供
②各種支援制度の周知（委託訓練・トライアル雇用、助

成金等）
③就職面接会・ミニ面接会（管理選考）の開催

障害者の障害者雇用に関わる機関（障害者雇用施策）

ハローワーク

各都道府県に１～２か所あり専門的支援を行う
１．職業評価
２．ジョブコーチ支援
３．リワーク事業 など

地域障害者職業センター

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中
の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉
の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援
担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援
を実施。

障害者就業・生活支援センター

障害者が就職に必要な技術・知識を習得して職業的に自
立し、生活の安定と地位向上をはかることを目的として
国が設置。

障害者能力開発校
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2年間の有期限で、企業への就労を目指す

生産活動、職場体験その他活動の機会の提供
、知識および能力の向上のための訓練、求職
活動支援、職場開拓、職場定着支援等

障害者の就労支援に関わる機関（障害者総合支援法による就労系サービス）

就労移行支援事業

雇用契約に基づく継続的な就労

生産活動その他活動の機会の提供、知識およ
び能力の向上のために必要な訓練

就労継続支援Ａ型事業

雇用契約に基づかない継続的な就労

通常の事業所に雇用されることが困難な障害
者へ生産活動その他活動の機会の提供その他
就労に必要な知識および能力の向上のための
訓練

就労継続支援B型事業

就労移行支援事業所等を利用して就職した障
害者を対象として就労定着支援を行う
就職後6カ月後から月1回以上の訪問・面談に
より、企業・関係機関との連絡調整、課題解
決（平成30年度から創設）

就労定着支援事業
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その他

１．相談支援事業所
障害者や家族から相談を受け、アセスメントのうえ助言や情報提供、支援にか

かる計画の作成、関係機関との連絡調整、モニタリングとフォローなどを行う事
業所です。大きく分けて、①地域相談支援を提供する「一般相談支援事業所」と、
②計画相談支援を提供する「特定相談支援事業所」の２種類があります。

介護保険では1人30～40ケースのところ、100ケースを抱えている担当者も
いて、計画を作るだけで一杯一杯な状況。

２．医療機関
１）MSWの抱える問題：人数は少なく、業務も幅広い。
２）社会との乖離：一般的に医師や医療スタッフは、働いた経験も少ない。
３）障害福祉サービスについての知識不足

３．教育機関
障害者が関わる教育機関には、次のようなものがあります。
•特別支援学校（盲学校、聾学校、養護学校） 

•児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支
援などの障害児通所施設 

•福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設などの障害児入所施設 
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事前学習について
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事前学習について

１）当日の演習をスムーズに進行するため、以下の①〜④を読み込ん
できてください。

①事例の概要
②情報提供書（障害者就業・生活支援センター）
③作業場面等のアセスメント（就労選択支援事業所）
④ケース会議の議事録

２）自分の地域の障害福祉サービス事業所、計画相談支援事業所や市
町村、ハローワーク等事業者等の具体的な「事業所名（担当者名）」
「活動・支援内容」「特徴」を⑤地域アセスメントシートに書き出し、
地域アセスメントをしてきてください。

下記の視点を踏まえて読み込む
①環境との相互作用
②協同によるアセスメント
③自己理解へ繋げるアプローチ
④ストレングス

⑤就労に向けたプラン作り
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事前学習用の資料について（その1）

①事例の概要 ②情報提供書
（障害者就業・生活支援センター）
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事前学習用の資料について（その2）

③作業場面等のアセスメント
（就労選択支援事業所）

②ケース会議の議事録
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事前学習用の資料について（その3）地域アセスメントシート

⑤地域アセスメントシート



26令和6年度厚生労働省「就労選択支援に係るマニュアル等の開発及び研修実施に向けた試行的調査等業務」

演習のねらいとポイント
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演習のねらい

１）演習では、事前学習してきた事例をもとに「グループディスカッショ
ン用シート」を作成するため、グループ内で検討し、以下の視点を
学びます。

①環境との相互作用

②協同によるアセスメント

③自己理解へ繋げるアプローチ

④ストレングス

⑤就労に向けたプラン作り

⑥事業者等へ繋げる視点を持つ

２）グループで検討した内容をもとに、各自「個人ワーク用シート」を作
成することとで、 対象となる障害のある人（以下、対象者）にとっ
て意味のあるアセスメント結果の作成方法を学びます。

３）また、対象者にとっての分かりやすい内容（障害特性に応じた書き
方）についても学びます。



28令和6年度厚生労働省「就労選択支援に係るマニュアル等の開発及び研修実施に向けた試行的調査等業務」

演習のポイント

①環境との相互作用による見立てや可能性を考える。

→多機関からの情報を整理（共通点・相違点）する

②支援者側の情報だけでもなく、障害のある人の価値観にすべてを任
せるものでもなく、障害のある人と支援者が「協同」して考える。

③対象者の自己理解に繋げる視点を持つ。

→支援者の意見を押し付けず、納得感が得られるように書く

④苦手な部分の記述が多くならないよう、強み（ストレングス）の視点
も持つ。

⑤就労に向けたプランを複数以上考える（どうすれば働くことができ
るか考える） 。

→地域の障害者雇用の実態、就労移行支援・就労継続支援の実情、
障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどの社
会資源の状況を踏まえて考える。

⑥事業者等へ繋げる視点を持つ



29令和6年度厚生労働省「就労選択支援に係るマニュアル等の開発及び研修実施に向けた試行的調査等業務」

書き方の注意点

・障害特性に合わせて、対象者が理解しやすいように書く。

・アセスメント結果は、簡潔に、具体的に書く。

・結果は、主観を交えず事実を書く。

・所感は、支援者の経験値を交えて今後の可能性を中心に書く。
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演習の設定と流れ
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演習の設定

就労選択支援では、①作業場面等を活用した状況把握、②多機関連携によ

るケース会議などで得た情報を整理し、「アセスメント結果の作成」をしてい

くことになります。そのため、この演習では、就労選択支援事業を担当して

いる皆さんで「アセスメント結果の作成」をする体験をしていただきます。

就労選択支援員であるあなたは、現在、就労選択事業を利用をしているA

さん：発達障害（ASD）のアセスメント結果を作成することになりました。就

労選択支援事業利用中に得られた下記の情報（①〜④）をもとに、同僚であ

るグループの皆さんと話し合い、アセスメント結果をまとめてみましょう。

①事例の概要

②情報提供書（障害者就業・生活支援センター）

③作業場面等のアセスメント（就労選択支援事業所）

④ケース会議の議事録
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演習の流れ（120分）

１．演習・課題の説明（15分）：演習の進め方の説明・事例の概要について
の確認

【事例】Aさん：発達障害（ASD）、障害者就業・生活支援センターから
紹介され、初めて障害福祉サービスを利用するケース

２．グループでディスカッション（30分）

→「グループディスカッション用シート」の項目に沿って意見を出し合
う

３．アセスメント結果の作成：個人ワーク（30分）

→「個人ワーク用シート」の項目に沿って意見を出し合う

４． グループ内での発表（20分）※3分×6人＝18分

→1人ずつ順番にアセスメント結果の内容を簡単にグループ内で発表
する

５．演習のまとめ（10分）
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グループディスカッション（30分）

「環境との相互作用」「協同によるアセスメント」「自己理解へ繋げるアプ
ローチ」「ストレングス」「就労に向けたプラン作り」「事業者等へ繋ぐ」とい
った視点を持って、別紙「グループディスカッション用シート」に沿って意
見交換してください。
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個人ワーク（30分）

意見交換した内容をもとに、自身で別紙「個人ワーク用シート」を完成さ
せてください。

１．自分の地域の事業者等を書き出してみましょう。

２．自分の地域における事業者等の状況を踏まえ、下記の項目を埋め、今
後のプランを考えてみましょう。
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グループ内での発表（20分）

1人ずつ順番にアセスメント結果の内容を簡潔にグループ内で発表して
ください。

3分×6人＝18分
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演習のまとめ（10分）

１．演習の「ねらい」を再確認

２．演習の「ポイント」を再確認

３．就労選択支援事業の理念、目的を再確認


